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令
和

 
7
年

度
委

託
業

務
　

令
和

7
年

度
那

覇
港

港
湾

施
設

点
検

業
務

委
託

の
 
名

 
称

　

履
行

場
所

　
那

覇
港

内
　

履
行

期
間

　
　

　
　

-
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項

1
（

本
業

の
目

的
）

本
業

務
は

、
那

覇
港

港
湾

施
設

に
お

け
る

点
検

業
務

及
び

維
持

管
理

計
画

書
更

新
業

務
委

託
で

あ
る

。

2
共

通
仕

様
書

の
適

用
 
　

　
本

業
務

は
、

沖
縄

県
土

木
建

築
部

制
定

の
「

設
計

業
務

等
共

通
仕

様
書

」
、

「
測

量
業

務
等

共
通

仕
様

書
」

及
び

「
地

質
・

土
質

調
査

業
務

共
通

仕
様

書
」

（
以

下
、

「
共

通
仕

様
書

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
い

。
　

な
お

、
共

通
仕

様
書

は
最

新
版

を
用

い
る

こ
と

。
"

3
「

共
通

仕
様

書
」

に
対

す
る

特
記

及
「

共
通

仕
様

書
」

に
対

す
る

特
記

及
び

追
加

事
項

は
、

下
記

の
と

お
り

と
す

る
。

び
追

加
事

項
に

つ
い

て
 

図
書

及
び

基
準

「
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
 
平

成
3
0
年

5
月

」
「

港
湾

の
施

設
の

維
持

管
理

技
術

マ
ニ

ュ
ア

ル
(
改

訂
版

)
 
平

成
3
0

年
7
月

」
「

港
湾

の
施

設
の

維
持

管
理

計
画

書
作

成
の

手
引

き
(
令

和
元

年
版

)
 
令

和
元

年
1
2
月

」
「

港
湾

の
施

設
の

点
検

診
断

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

平
成

2
6
年

7
月

(
令

和
3
年

3
月

一
部

変
更

)
」

「
港

湾
の

施
設

の
維

持
管

理
計

画
策

定
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
平

成
2
7
年

4
月

(
令

和
5

年
3
月

一
部

変
更

)
」

「
港

湾
荷

役
機

械
の

点
検

診
断

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

平
成

2
6
年

7
月

」
「

港
湾

荷
役

機
械

の
維

持
管

理
計

画
策

定
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
平

成
2
8
年

3
月

」

那
覇

港
管

理
組

合
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4
適

用
に

つ
い

て
　

本
特

記
仕

様
書

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
事

項
及

び
仕

様
書

等
に

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

協
議

し
、

調
査

員
の

指
示

を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

5
本

業
務

の
業

務
委

託
料

を
変

更
協

議
　

本
業

務
の

業
務

委
託

料
を

変
更

協
議

す
る

場
合

及
び

本
業

務
と

関
連

す
る

業
務

を
本

業
務

受
注

者
と

随
意

契
約

す
る

場
合

の
変

更

す
る

場
合

及
び

本
業

務
と

関
連

す
る

協
議

ま
た

は
関

連
す

る
業

務
の

予
定

価
格

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、

本
業

務
の

請
負

比
率

（
当

初
契

約
額

÷
当

初
設

計
額

）
を

変
更

業
務

を
本

業
務

受
注

者
と

随
意

契
約

業
務

価
格

ま
た

は
関

連
業

務
の

設
計

額
に

乗
じ

た
額

で
行

う
も

の
と

す
る

。

す
る

場
合

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て

6
照

査
の

実
施

に
つ

い
て

　
本

業
務

は
、

土
木

設
計

業
務

等
委

託
契

約
書

第
1
1
条

（
照

査
技

術
者

）
の

照
査

技
術

者
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

7
管

理
技

術
者

の
資

格
要

件
に

つ
い

て
　

管
理

技
術

者
は

、
「

共
通

仕
様

書
」

の
定

め
の

ほ
か

技
術

士
、

R
C
C
M
に

つ
い

て
は

下
記

も
満

た
す

者
と

す
る

。

①
平

成
1
3
年

度
以

降
の

技
術

士
試

験
合

格
者

の
場

合
に

は
、

7
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
し

た
う

え
で

業
務

に
該

当
す

る
部

門
に

4
年

以
上

従
事

し
、

か
つ

同
種

・
類

似
業

務
の

実
績

を
有

す
る

者
。

 

②
R
C
C
M
の

場
合

に
は

、
同

種
・

類
似

業
務

の
実

績
を

有
す

る
者

。
"

8
管

理
技

術
者

の
直

接
雇

用
関

係
に

つ
1

　
管

理
技

術
者

は
、

本
業

務
の

受
注

者
と

直
接

的
な

雇
用

関
係

に
あ

る
こ

と
。

 
な

お
、

「
直

接
的

な
雇

用
関

係
」

と
は

、
本

業
務

い
て

契
約

締
結

時
に

お
い

て
、

雇
用

関
係

が
あ

る
こ

と
を

い
う

。

2
　

「
直

接
的

な
雇

用
関

係
」

を
証

明
す

る
資

料
（

健
康

保
険

被
保

険
者

証
又

は
雇

用
保

険
被

保
険

者
証

の
写

し
等

、
公

的
な

も
の

）

を
、

着
手

届
と

共
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

9
照

査
技

術
者

の
資

格
要

件
に

つ
い

て
照

査
技

術
者

は
、

「
共

通
仕

様
書

」
の

定
め

の
ほ

か
技

術
士

、
R
C
C
M
に

つ
い

て
は

、
下

記
も

満
た

す
者

と
す

る
。

①
平

成
1
3
年

度
以

降
の

技
術

士
試

験
合

格
者

の
場

合
に

は
、

7
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
し

た
う

え
で

業
務

に
該

当
す

る
部

門
に

4
年

以
上

従
事

し
、

か
つ

同
種

・
類

似
業

務
の

実
績

を
有

す
る

者
。

 

②
R
C
C
M
の

場
合

に
は

、
同

種
・

類
似

業
務

の
実

績
を

有
す

る
者

。

那
覇

港
管

理
組

合
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10
成

果
物

の
提

出
に

つ
い

て
　

本
業

務
は

、
電

子
納

品
対

象
業

務
と

す
る

。
 
　

電
子

納
品

と
は

、
調

査
・

設
計

・
工

事
な

ど
の

各
段

階
の

最
終

成
果

品
を

電
子

デ
ー

タ
で

納
品

す
る

こ
と

を
い

う
。

な
お

、
書

面
に

お
け

る
署

名
又

は
押

印
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

は
、

別
途

、
調

査
職

員
と

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

　
成

果
品

は
、

電
子

媒
体

(
C
D
-
R
)
で

(
正

)
1
部

を
調

査
職

員
へ

提
出

す
る

こ
と

。

　
「

要
領

」
で

特
に

記
載

が
無

い
項

目
に

つ
い

て
は

、
調

査
職

員
と

協
議

の
上

、
電

子
化

の
フ

ァ
イ

ル
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
を

決
定

す
る

こ
と

。
 
　

①
電

子
納

品
（

C
D
-
R
）

 
　

　
　

　
 
1
式

 

②
そ

の
他

（
調

査
職

員
が

指
示

す
る

も
の

）

11
配

置
技

術
者

の
確

認
に

つ
い

て
1

　
受

注
者

は
、

共
通

仕
様

書
に

基
づ

く
業

務
計

画
書

の
業

務
組

織
計

画
に

、
配

置
技

術
者

の
立

場
・

役
割

を
明

確
に

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

　
な

お
、

変
更

業
務

計
画

に
お

い
て

、
業

務
組

織
計

画
を

変
更

す
る

際
も

同
様

と
す

る
。

2
業

務
実

績
情

報
シ

ス
テ

ム
（

テ
ク

リ
ス

）
に

登
録

で
き

る
技

術
者

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

①
業

務
打

合
せ

（
電

話
等

打
合

せ
を

含
む

）
に

お
い

て
、

調
査

職
員

と
業

務
に

関
す

る
報

告
・

連
絡

・
調

整
等

を
行

い
、

当
該

業
務

に
携

わ
っ

て
い

る
こ

と
が

明
確

な
技

術
者

 

②
現

地
作

業
が

主
と

な
る

技
術

者
に

お
い

て
は

、
現

地
作

業
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
写

真
等

で
確

認
で

き
る

者

3
業

務
実

績
情

報
シ

ス
テ

ム
（

テ
ク

リ
ス

）
に

登
録

す
る

技
術

者
は

、
業

務
完

了
ま

で
に

、
受

発
注

者
双

方
の

確
認

の
上

、
確

定
す

る

も
の

と
し

、
完

了
登

録
の

「
登

録
の

た
め

の
確

認
の

お
願

い
」

の
提

出
に

あ
た

り
、

技
術

者
本

人
の

登
録

に
関

す
る

認
識

の
確

認
の

た
め

、
個

々
の

技
術

者
の

署
名

を
付

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
「

登
録

の
た

め
の

確
認

の
お

願
い

」
の

技
術

者
情

報
と

同
様

の
内

容
を

記
載

し
、

署
名

を
行

っ
た

書
面

を
添

付
す

る
場

合
も

同
等

と
み

な
す

。

4
発

注
者

は
、

業
務

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
配

置
技

術
者

の
い

ず
れ

か
が

当
該

業
務

に
従

事
し

て
い

な
い

こ
と

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場

合
、

指
名

停
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
あ

る
。

ま
た

、
配

置
技

術
者

以
外

が
業

務
実

績
情

報
シ

ス
テ

ム
（

テ
ク

リ
ス

）
へ

登
録

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
も

、
同

様
と

す
る

。

那
覇

港
管

理
組

合
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13
保

険
加

入
　

受
注

者
は

、
共

通
仕

様
書

第
1
1
3
9
条

に
示

さ
れ

て
い

る
保

険
に

加
入

し
て

い
る

旨
（

以
下

の
例

を
参

照
）

を
業

務
計

画
書

に
明

示

す
る

こ
と

。
 
　

た
だ

し
、

調
査

職
員

か
ら

の
請

求
が

あ
っ

た
場

合
は

、
保

険
加

入
を

証
明

す
る

書
類

を
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 
（

例
）

○
○

共
通

仕
様

書
　

第
○

条
　

保
険

加
入

の
義

務
に

基
づ

き
、

雇
用

者
等

の
雇

用
形

態
に

応
じ

、
雇

用
者

等
を

被
保

険
者

と
す

る
保

険
に

加
入

し
て

い
ま

す
。

那
覇

港
管

理
組

合


